令和７年度（令和８年４月１日採用予定）
地域おこし協力隊（個人事業主）募集要項

１　募集の目的
　人口減少と少子高齢化による農業後継者不足といった課題解決に資するため、本市の農業生産に従事しながら、新たな発想・視点を用いて地域農業を受け継ぐ新たな担い手を目指す地域おこし協力隊を、奥州市地域おこし協力隊設置要綱（平成27年６月17日告示第106号、以下「要綱」という）に基づき、募集するもの。

２　採用予定人数
　　3名（リンゴの園地継承：1名程度／その他作物：2名程度）

３　求めている人材
　　・奥州市の基幹作物（リンゴ、水稲、園芸作物など）を生業にして新規就農を目指す方
　　・自分自身の活動を通じて奥州市の農業の魅力を発信したいと思う方
　　・人と関わることが好きで、様々な世代や立場の方との交流を楽しめる方

４　取り組む主な作物（奥州市の基幹作物）
　(1) リンゴ
　(2) ピーマン、キュウリ、トマト（園芸作物）
　(3) リンドウ（花卉）
　(4) 肉用牛
　(5) 水稲
　※取り組む内容は本人の意向、適正なども考慮の上、米穀等の土地利用型作物（水稲、麦、大豆等）、園芸作物（野菜、果樹、花卉等）など本人や管内農業協同組合（以下「農協」という。）、市を含めた協議により決定する。

５　活動内容
　(1) リンゴの園地継承を軸とした新規就農を目指す方（１名程度）
　JA江刺と連携しながら、引継ぎを希望する生産者とのマッチングを行い、園地継承に向けた準備を行う。マッチングが成立した後は、その園地の生産者から技術指導を受け、栽培技術や経営ノウハウを習得していく。隊員は、先輩生産者のもとで経験を積むとともに、自立に向けて園地特性の把握や経営知識などを蓄積していく。
　(2) 隊員の活動期間中に栽培作物を検討し新規就農を目指す方（２名程度）
　栽培したい作物が決まっていない方や、水稲、野菜、畜産、果樹、花卉などを組み合わせた「複合型農業」を検討している方は、市内の様々な農家や農業法人等で研修を行いながら、自分が作る主力作物を検討するところから始める。

６　活動内容の詳細
　(1) 就農（独立就農や農業法人等への就職）を目指した農業の基本知識と技術の習得
　　　・農協、又は市内の法人や農家等における農作業等を通じた研修への参加
　　　・農産物の品質向上等に資する検討会や研修への参加　　　　　　　　　　　　など
　(2) 農業、農産物の情報発信に係る活動
　・農産物のＰＲに資する販売会への参加、ＳＮＳなどを活用した情報発信　　　など
　(3) 地域での行事や活動などへの参加・協力等、地域住民のニーズに応える活動
・活動地域で行われる行事・活動への地域協力活動
・奥州市地域おこし協力隊として必要となる活動報告会や研修等への参加　　　など
※地域おこし協力隊として必須の、活動報告書（活動実績等のまとめ）等の書類作成や、地域おこし協力隊の活動報告会など市から依頼のあった会議や行事への参加等が発生します。

７　３年間の活動スケジュール例
	１年目
	基本的な農業技術や経営方法の習得、農業現場での様々な営農実践など

	２年目
	農業経営の基礎知識の習得、希望する営農モデルを実践している農業現場での営農実践など

	３年目
	就農予定地での営農実践、任期終了後の就農準備など

	４年目以降
	任期終了後、奥州市内での新規就農を目指す


　　※新規就農は、個人もしくは家族で生計を立てる独立型の就農のほかに、市内の農業法人等への就職も想定しています。

８　応募の条件（必須）
　・現在、３大都市圏をはじめとする都市地域（過疎、山村、離島、半島等の地域に該当しない市町村）等に在住しており、委嘱後に奥州市へ住民登録することができる方
　・任期終了後も奥州市に居住する意向のある方
　・地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条に規定する欠格事由に該当しない方
　・普通自動車運転免許を有している方、又は取得予定の方
　・パソコンの一般的な操作及びSNSの活用ができる方

９　勤務地
　　　奥州市内（活動や研修場所によって異なる）

10　活動条件等
　(1) 雇用形態
　　　地域おこし協力隊の隊員（以下「隊員」という。）として委嘱するが、市との雇用関係はなく、個人事業主としての活動となり、市と委託契約を締結する。
　(2) 委嘱日
　　　令和８年４月１日を予定。
　　　委嘱期間は、４月１日から翌年３月31日までとし、年度ごとに更新し、最大３年間とする。ただし、地域おこし協力隊としてふさわしくないと判断した場合、委嘱期間中であってもその委嘱を解くことができるものとする。
　(3) 活動日・活動時間
　　　隊員・受入農協等、双方協議のうえ、活動日・活動時間を決定する。
　(4) 報償費
　　　① 月額291,600円
　　　② 個人事業主のため時間外勤務手当、昇給、賞与等はなし。
　　　③ 計算期間は、毎月１日から毎月末日までとする。
　(5) 待遇・福利厚生
　　　① 家賃を補助する（家賃の1/2以内で、月額30,000円を上限）。
　　　② その他活動に要する経費として、市との協議により予算の範囲内で助成する。
　　　③ 活動中の傷害保険に加入する（市負担）。
　　　※次の経費は、自己負担とする。
・転居に要する費用
・社会保険料（国民健康保険、国民年金）
　(6) 副業
　　　活動の支障にならない範囲で隊員の活動以外の副業を可能とする（別途、報告を求める）。

11　応募手続き
	事前面談
	■随時受付
・「13 募集に関する問い合わせ先」まで申し込み
・原則オンラインによる面談
※応募前に、一度は面談することを推奨する

	提出書類
	■応募時に提出
　・奥州市地域おこし協力隊応募用紙（様式指定）
　　※応募用紙は、市が設置する応募フォームの入力することでも作成される
　　　応募フォームURL：https://logoform.jp/form/cAjx/1286594
　・活動プランシート（任意様式）
　　※活動プランシート記載要領を参考に作成のこと
　・現住所の住民票（１ヶ月以内のもの）
　　※応募フォームや電子メールでの提出の場合は、原本を最終面接時に持参
　・普通自動車運転免許証の写し（表面・裏面）
■応募方法
　市が設置する応募フォームに入力するか、電子メール、郵送により応募
■応募用紙の送付先
　奥州市 農林部 農政課 農政係
　メール：nousei@city.oshu.iwate.jp

	応募受付期間
	公開日から　令和７年12月１日（月）17時まで



12　審査方法
　(1) 第１次選考【書類審査】
　　※応募受付終了後、書類選考を行い、合否の結果を文書で通知する。
　　※提出されたすべての応募書類は返却しない。
(2) 第２次選考【面接審査】
※令和７年12月中旬に実施予定。
※受験のために必要な交通費等は個人負担とする。
　　※合否の結果は、文書で通知する。

13　募集に関する問い合わせ先
　一般社団法人いわて圏（令和7年度奥州市地域おこし協力隊募集業務受託者）
　E-mail　contact@iwatearea.com
　TEL　080-9635-4751（平日9:00～18:00）

14　担当課
　奥州市 農林部 農政課 農政係
　〒023-8501　岩手県奥州市水沢大手町一丁目１番地
　E-mail　nousei@city.oshu.iwate.jp
　TEL　0197-34-1582（平日8:30～17:15）　FAX　0197-24-1992

15　その他
(1) 地域おこし協力隊としての活動期間中は、市や受入団体のほか市から委託された中間支援組織（外部委託）が隊員の活動及び生活に関する支援を行い、起業・就業までの伴走支援を行う予定。
(2) 毎年、確定申告の必要があるので、自身で行うこととする。
(3) この募集要領は令和８年度予算成立を条件とするため、募集内容等に変更が生じる場合があることを理解の上、応募することとする。
(4) この要領に定めるもののほか必要な事項については、ホームページ等において随時公表する。



